
①国の助成金等の対象経費のうち、市内事業所におけるテレワークの導入に要した経費
②市内事業所におけるテレワークに使用する機器購入費（国の助成金等の対象外経費に
限る。１点２万円以上のものの合計金額の２分の１まで補助）
上限額１事業者につき100万円

▼対象となる国の助成金はこちら▼
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